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第５１回 参議院契約監視委員会 定例会議議事概要 

 

開 催 日 令和６年１１月２１日 

場 所 
Ｗｅｂ会議形式 

参議院第二別館東棟１階 会計課会議室より配信  

出席委員氏名 

委員長 伊集 守直（横浜国立大学大学院国際社会科学研究院 教授） 

委 員 望月  崇（公認会計士） 

委 員 桑原 勇進（上智大学法学部 教授） 

審査対象期間   令和６年４月１日～令和６年６月３０日 

抽 出 案 件 ５件  

一般競争入札 ３件 

契 約 件 名 第３１委員会室ほか音響設備改修工事 

契約相手方 パナソニックコネクト株式会社 

契 約 金 額 62,040,000円 

契約締結日 令和６年６月１４日 

契 約 件 名 
参議院議員会館ネットワークシステムに係る議員事務室用

Ｗｉ－Ｆｉ機器等の提供等業務 

契約相手方 東日本電信電話株式会社 

契 約 金 額 140,071,800円 

契約締結日 令和６年４月２４日 

契 約 件 名 
参議院議員会館ネットワークシステムに係る議員事務室用

インターネット回線サービスの提供等業務 

契約相手方 東日本電信電話株式会社 

契 約 金 額 110,000,000円 

契約締結日 令和６年４月１日 

随意契約 ２件 

契 約 件 名 第二別館ほか空調設備運転監視点検保守その他 

契約相手方 株式会社京王設備サービス 

契 約 金 額 110,550,000円 

契約締結日 令和６年４月１日 

契 約 件 名 
参議院議員会館ネットワークシステムに関する設計、構

築、運用、機器の賃貸借及び保守一式 

契約相手方 東芝ＩＴサービス株式会社 

契 約 金 額 1,594,581,956円 

契約締結日 令和６年４月１５日 
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委員からの意見 

・質問、それに対

する回答等 

意見・質問 回  答 

別紙のとおり 別紙のとおり 

委員会による意

見の具申又は勧

告の内容 

 

（対象契約はいずれも妥当なものと認められた。） 
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（別 紙） 

 意 見 ・ 質 問 回 答 

① 報告事項 

折茂会計課長から、審議対象事案について口

頭報告を省略し、既に配付済みである旨報告が

あった。報告文の概要は以下のとおりである。 

（１）入札及び契約方式別の状況について 

（２）１者応札・１者応募の状況及び聴取調査

について 

営繕課及び電気施設課分に１３件、会計

課分に２１件の該当があった。 

（３）指名停止の運用状況について 

営繕課及び電気施設課分に２件の該当が

あった。 

（４）談合情報への対応状況について 

該当がなかった。 

 

② 抽出結果の報告 

抽出委員の望月委員から、審議対象期間に締

結した１０８件の契約のうち、一般競争入札か

ら３件、随意契約から２件、抽出した旨報告が

あった。 

また、各事案の抽出理由について、次のとお

り説明があった。 

 

【抽出事案】 

Ａ. 第３１委員会室ほか音響設備改修工事 

一般競争入札方式（総合評価落札方式）［工事］ 

Ｂ. 第二別館ほか空調設備運転監視点検保守

その他 

随意契約方式（不落・不調随意契約）［役務］ 

Ｃ. 参議院議員会館ネットワークシステムに

係る議員事務室用Ｗｉ－Ｆｉ機器等の提

供等業務 

一般競争入札方式（最低価格落札方式）［役務］ 

Ｄ. 参議院議員会館ネットワークシステムに

係る議員事務室用インターネット回線サ

ービスの提供等業務 

一般競争入札方式（最低価格落札方式）［役務］ 

Ｅ. 参議院議員会館ネットワークシステムに
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関する設計、構築、運用、機器の賃貸借及

び保守一式 

  随意契約方式（不落・不調随意契約）［役務］ 

 

事案Ａは、総合評価方式によっているが、1 

者応札案件である。審議対象期間内の案件（営

繕課・電気施設課分）の中で契約金額が比較的

高く、落札率も 97.3％と比較的高い。 

 

事案Ｂは、随意契約（不落・不調）であり、

審議対象期間内の案件（営繕課・電気施設課分）

の中で契約金額が最も高い。不落・不調に至っ

た経緯、原因（本件の特殊性の有無等の確認も

含め）を確認したい。 

 

事案Ｃは、低入札価格調査案件（54.5%）であ

る。予定価格に対する契約価格の著しい低さに

着目し、「契約金額の妥当性について（質的水準

が保たれているか）」及び、「予定価格の妥当性

について」を含め、低入札価格調査に至った経

緯について、それぞれ確認したい。 

 

事案Ｄは、１者応札案件である。 説明書等配

布業者数が５者であったものの、結果的に１者

のみの入札となっている。仕様の緩和等も含め

た入札者数増加の方策等、今後の方策について

も確認したい。 

 

事案Ｅは、随意契約（不落・不調）であり、

不落・不調に至った経緯、原因を確認したい。

審議対象期間内の案件（会計課分）の中で契約

金額が最も高い。 
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③ 抽出事案の審議 

 委員から関係部署に対し質疑を行った。主な

やり取りは以下のとおりである。 

Ａ．第３１委員会室ほか音響設備改修工事 

一般競争入札方式（総合評価落札方式）［工事］ 

 

① 本事案は、総合評価落札方式を採用してい

るものの、１者応札となったと認識している。 

総合評価落札方式は金額だけではなく、技

術などの様々な要素を総合的に評価するとい

う趣旨であると理解しているところ、結果的

に１者応札となったことで、比較検討すると

いう本方式の目的を達成できなかったのでは

ないか。 

 

（①の回答を受けて） 

今回応札した業者は元々、設備を導入した

ときの業者であると承知している。過去には

保守を別業者が担当していたこともあると承

知しており、導入業者と保守業者は必ずしも

同一ではないということだが、改修の仕様書

を簡潔にすればするほど、今まで導入に関与

したことのない業者にとっては、改修に当た

っての問題点が分かりにくくなり、このこと

が結果として参入障壁となっていると考えら

れる。 

多様な業者に参入してもらえるように、実

質的に間口を広げることが必要ではないか。

今後の方向性について見解を伺いたい。 

 

 

 

② 働き方改革で技術者の確保が難しくなっ

ている。建設業法等によって、技術者を工事

に専任で配置するとの要件があることにつ

いては承知しているものの、技術者の確保の

ため、要件の緩和等について工夫できないか

と思うが、方向性について伺いたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本事案は、総合評価落札方式を採っており、

金額だけでなく、技術面を考慮することによ

って間口を広げているが、応札業者が少ない

状況である。 

 

 

 

 

 

 

応札の検討に必要となる内容は仕様書に記

載していると考えている。過去に、導入した

業者以外が応札した実績もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要件の緩和は行っており、必要最低限の要

件と認識している。 

入札公告に監理技術者の要件を定めている

が、これは人手不足に対応するため、特例監

理技術者制度を設け、監理技術者を補佐する

特例管理技術者を配置すれば、監理技術者を

必ずしも専任としなくても構わないとするも

のである。 
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（②の回答を受けて） 

結果として１者応札となってしまっている

現状を複数業者の応札へと改善できるよう引

き続き取り組んでほしい。 

 

 

 

③ 本事案は、入札公告は４月２６日、入札期

間は５月３１日から６月７日まで、工期は９

月３０日までとなっている。応札しなかった

業者にとっては検討する期間が十分ではな

かったのではないか。より長い検討期間があ

れば違う入札結果になったのではないかと

思えるが、このような期間設定は通常の範囲

内か。 

 

（③の回答を受けて） 

十分な期間を設けているとの認識であると

理解した。 

 

 

 

④ 今回は第３１委員会室などを対象に音響

設備改修工事を行っているが、他の委員会室

について同様の設備改修工事を行う場合に

も、今回落札した業者が工事を請け負うこと

が多いのか。 

 

 

 

⑤ より幅広い業者に参入してもらえるよう

な工夫はしているか。 

 

（⑤の回答を受けて） 

質を担保するため、結果として競争性が低

下してしまっている事情は理解した。１者応

札もやむを得ないと思うが、一定の質を保っ

た上で、参加業者をどのように増やすかが課

題となろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入札公告から入札締切りまでの期間につい

ては、政令で最低１０日間とされているとこ

ろ、本事案では、更に余裕のある期間設定と

している。期間的な問題があったとは考えて

いない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改修工事の状況にもよるが、過去には別の

業者が改修工事を請け負った実績がある。 

 

 

 

 

 

 

委員会室の改修工事を請け負うにあたって

は、質の担保も重要であり、それに必要な内

容を仕様書等に記載している。 
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Ｂ．第二別館ほか空調設備運転監視点検保守そ

の他 

随意契約方式（不落・不調随意契約）［役務］ 

 

① 不落不調に至った経緯について説明願う。 

 

 

 

 

 

② 工事において瑕疵があった場合の責任の

所在を考えると、単一の業者に責任を持って

もらうことも重要だとは思うが、コスト低下

の点や、より専門的なサービスを個別に提供

してもらう点からも、直接、下請業者の参入

を可能とするために、汎用的な業務に関して

は切り分けてはどうか。 

 

（②の回答を受けて） 

次善解として一部の汎用的業務については

通常の入札プロセスの中で十分な競争性を働

かせた上で、部分的にでも切り分けて契約す

ることもあり得るのではないかとの視点を持

っている。 

 

 

 

③ 一般的に、事業者は参議院との契約が成立

してから下請業者と契約しているのか。 

 

 

 

④ その際、再委託が適切に行われているか確

認しているか。 

 

 

 

⑤ 再委託先の個々の業者との契約の適切性

は、参議院と元請業者との契約の内容と照ら

し合わせて確認しているのか。 

 

 

 

 

 

 

 

直接的な原因は不明だが、ヒアリングした

限りでは、労務費や協力業者の見積りが上昇

していることが影響していると聞いている。 

 

 

 

再委託先を切り分けて委託することは可能

だが、その契約ごとに業務責任者の配置が必

要となり、コスト低下の効果があるかは疑問

である。設備システムは各々密接な関係にあ

り、一部の業務が入札不調となると施設運営

にも支障が出る。また、分割することにより

責任分界点も不明確となる懸念がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのとおりである。 

 

 

 

 

再委託承諾申請書の提出を求めた上で、参

議院が承認するというプロセスである。 

 

 

 

そのとおりである。 
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⑥ 元請業者が再委託先の業者と契約すると

のことだが、再委託先が決まらなかった場合

はどうするのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 入札参加業者に対して再委託先を確保し

たか事前に確認していないのか。 

 

 

 

【事案Ｃ、Ｄ及びＥについて】 

事案Ｃ、Ｄ及びＥについては、その内容が

相互に関連しているため、各事案の審議に先

立ち、各事案の関係性・位置付けについて説

明を願う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

元請業者は応札するに当たり再委託先の見

積りを徴取していると思われる。 

万一、再委託先が見つからず、不履行とな

るようなことがあると業者に課すペナルティ

ーが非常に大きいものとなる。指名停止措置

を受けると全省庁的に入札に参加できなくな

るので、業者は不履行のリスクを可能な限り

避けるようになると思われる。 

 

 

 

していない。 

 

 

 

 

 

入札案件は、参議院議員会館のネットワー

クシステムにかかる、①設計・構築、②イン

ターネット回線、③Ｗｉ－Ｆｉ機器の提供事

業の３つに分かれている。 

それぞれの調達範囲は、①の設計・構築に

ついては、議員会館内のファイアーウォール、

コアスイッチ、各種パソコンの新旧ネットワ

ーク切替えの展開作業である。 

②のインターネット回線については、議員

会館内の２４８の議員事務室、会派事務室、

委員長室への個別のインターネット回線の引

き込みである。 

③のＷｉ－Ｆｉ機器の提供事業について

は、引き込んだインターネット回線を各議員

事務室で使うための回線ルーター、スイッチ、

無線ＡＰといった個別の機器である。 

①、②、③を１つにまとめることも考えた

が、３つに分けた方が、競争性が働くのでは

ないか、また、業者もそれぞれ得意分野があ

るので分けることによって参入しやすくなる

のではないかと考えたことから、分けて入札

を行った。 
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Ｃ．参議院議員会館ネットワークシステムに係

る議員事務室用Ｗｉ－Ｆｉ機器等の提供

等業務 

一般競争入札方式（最低価格落札方式）［役務］ 

 

① 本事案は低入札価格調査案件である。事前

見積りと実際の入札価格でどの項目が大き

く乖離していたのかについての分析を伺い

たい。 

 

 

 

 

② 事前見積りと入札価格内訳書を比較する

と、保守経費が大きく乖離しているように思

う。その点はどのように理解しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

③ 経済性の観点から見ると、本事案は業者に

とって重要案件であったことと、競合他社が

予見されたかどうかが入札価格を決定する要

因であったと思われる。競合者が予見されな

かった場合、同じ機能の機器がより高い金額

で落札され、予算を抑制しながら高品質なサ

ービスを享受するという参議院側の目的を果

たすことが困難になると思われる。その点に

ついてお考えがあれば伺いたい。 

 

（①～③の回答を受けて） 

本事案では事前見積り、予定価格、入札価

格の乖離が特徴的に見られた。低入札価格調

査案件となったこともあり、これらの価格の

乖離という点については問題意識を持ってほ

しい。 

 

 

 

④ 事前見積りの金額は一般的な価格を求め

 

 

 

 

 

入札価格が大幅に下がったことは、当方と

しても想定外であった。しかし、業者は納入

機器のスペックを落とすことで入札価格を下

げたわけではなく、落札のための努力の結果

であると認識している。 

 

 

 

機器故障時の駆けつけ対応時間など、仕様

書で求めている保守の内容に鑑みると、特に

事前見積価格が高いという認識はなかった。

入札価格についても、業者が仕様の内容を満

たすことができる社内体制を組んだ上での価

格であると考えており、事前見積り、入札い

ずれの金額に対しても異論はない。 

 

 

 

今回導入する機器はメーカー縛りをしてい

るつもりはなく、スペックについても同様で

ある。昨今のネットワーク機器は、どのメー

カーのものでも故障率などに差はないので、

今後も幅広に入札を行いたいと考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機器については、一般的な値引きを考慮し
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ているのか、あるいは入札を前提とした金額

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ．参議院議員会館ネットワークシステムに係

る議員事務室用インターネット回線サー

ビスの提供等業務 

一般競争入札方式（最低価格落札方式）［役務］ 

 

① 本事案は複数業者が入札説明書等を取り

に来たものの、結果的に１者応札となってい

る。大元の設備を導入する際の契約相手と本

事案の契約相手は同じ業者であり、新規参入

の障壁となっているのではないか。また、仕

様書で定める要件（１Ｇｂｐｓの接続環境

等）を満たす通信環境を常時求めているが、

その必要性について説明願う。 

 

 

 

② 例えば、回線負荷が低くなる曜日や時間帯

は、求める通信量にメリハリをつけることで

他業者が参入しやすくならないか。 

 

 

 

 

 

 

 

（②の回答を受けて） 

通信量が恒常的に相当程度高い状態にある

ことは理解した。一方で、複数業者が入札説

明書等を取りに来ていることを考えると、大

元の業者以外も参入しやすくなるよう、引き

続き検討してほしい。 

 

た見積りを求めている。保守については参議

院の要求に応じてもらうことにはなるが、特

別対応を求めるものではなく、あくまでも事

業者の今の環境ででき得る保守体制を考えた

上での金額を構成するよう求めている。そう

した意味では、一般的な金額に近い見積りが

作成されていると認識している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

本事案はインターネット回線を各議員事務

室に１回線ずつ引き込む仕様としている。ま

た近年はＷｅｂ会議の需要が増えており、回

線の負荷が高くなっている。本来は各議員事

務室にメインとサブの２回線あることが望ま

しいが、費用が倍かかるため、１回線で通信

が途切れない仕様となった。 

 

 

 

 

 回線のトラフィックは常時確認していると

ころ、日中の業務時間以外でも意外とパソコ

ンの使用は多い。特に夜間は個人パソコンに

よるアプリのパッチを取るためのトラフィッ

クが高いことが分かっている。本事案に関し

ては、トラフィックが低い時間帯を安価にす

るということではなく、日中の時間帯にパッ

チを取るのを避けて、夜間にバージョンアッ

プ等を終えてほしいと考え、時間帯で条件の

差別化はしていない。 

 

 今回、他業者の提案で、エアＷｉ－Ｆｉを

設置する案があった。この案は工事が不要と

いう利点はあるが、１回線の使用量が毎月５

０ギガという上限があり、５０ギガを超過す

ると通信速度に制限がかかってしまうとのこ

とで入札には至らなかったが、サービスの提
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③ 入札説明書等を取りに来た業者が複数い

たということは、条件さえ揃えば入札に競争

性が働くということか。取引相手が１者のみ

というのは有事の際にかなりリスクが高く

なる心配がある。 

 

 

 

Ｅ．参議院議員会館ネットワークシステムに関

する設計、構築、運用、機器の賃貸借及び

保守一式 

  随意契約方式（不落・不調随意契約）［役務］ 

 

① 審議対象期間内の案件の中で契約金額が

最も高い契約でありながら、不落・不調随意

契約に至った経緯と原因の確認をしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ＩＴ関係において、価格以外の技術力とい

った様々な視点から総合評価をしていくと

いうこと自体は十分に意義があるものとは

思う。一方、今回は不落・不調によって実質

的に１者が対象となっており、比較検討がで

きないことから、総合評価落札方式をとった

効果が働いているのか疑問である。 

 

 

 

 

 

供は有り得ることが分かったので、引き続き

情報収集を行っていきたい。 

 

 

 

現行のインターネット回線サービス方法に

こだわってはいない。本事案とは離れるが、

他業者の回線が議員会館に設置されれば選択

の幅は広がると思うので、今後関係部署も交

えて検討したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

本事案は令和６年３月２２日に開札、２者

が入札に参加したが２者とも参議院の予定価

格に収まらず、同年３月２５日に再度入札を

行ったが落札者の決定に至らなかったため、

随意契約交渉に入り今回の契約先業者から見

積書を徴取した。なお２回目の入札時点でも

う１者は辞退している。 

参議院の調達予定予算金額の制約もあり予

定価格に収まらず、不落・不調随意契約に至

ったものと理解している。 

 

 

 

総合評価落札方式は予定価格に収まった者

の中で、技術点を比べる方式となっている。

今回は２者とも予定価格に収まらなかったた

め、技術点を比べるに至らなかったという点

で、総合評価落札方式の効果が最大限発揮さ

れた内容の調達にならなかったと認識してい

る。 

本事案については、毎回、総合評価落札方

式を採用している。金額だけではなく設計・

構築・ネットワーク切替えの展開作業等、総

合的に技術力のある業者に担当してもらって

いる。５年間の運用・保守も伴うことや、特
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③ 総合評価落札方式は業者間の比較検討が

必要と理解しているが、今回のように不落・

不調になって随意契約となるような状況に

おいて、総合評価落札方式はどのような働き

があったと考えているか。 

 

 

 

（③の回答を受けて） 

今回は総合評価落札方式によって、業者を

より多面的に検討することが可能になった余

地があると理解した。他方、本来の総合評価

落札方式は、複数業者の比較をできる点で効

果を発揮する余地があるものと理解してい

る。予算の制約があったのかとお見受けする

が、複数業者に予定価格に収まる入札をして

もらい、相対的な評価をすることができると

業者の選定という意味において総合評価落札

方式が想定している効果の発現につながるも

のと考えている。そのような課題を認識して

ほしい。 

 

 

 

④ 総合評価落札方式の採点の基準について

は客観的なものか。誰が実施しても同じ評価

になるのか。 

また、採点結果は入札に参加した２者には

開示されているか。 

 

 

 

 

 

 

⑤ 競争相手の得点も知ることはできるか。 

 

に議員、秘書が利用するネットワークのため、

技術力やネットワーク構築の実績を重視して

いる。 

 

 

 

結果的に予定価格に収まったのは１者では

あったが、総合評価は実施している。展開の

作業をどのように進めていくのか、作業員及

び会社の実績、運用・保守に関する事前提出

書類を提出してもらい、参議院が求める総合

評価基準を満たしているのかについて評価を

行っており、それも含めて契約締結に至った

と考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

採点の公平性については、本事案の分野に

詳しくないメンバーも同じ目線で評価採点で

きるよう、各項目に関して評価項目を細分化

及び明文化し、誰が実施しても同じ評価にな

る基準を持っている。 

採点結果については、通常は開札の場で、

合計得点の報告を行っている。今回は不落・

不調となったため報告に至らなかった。 

 

 

 

可能である。 
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⑥ 情報公開請求があれば、上記の評価は開示

可能か。 

 

 

 

⑦ 採点項目ごとの配点の検討は参議院内部

で行われているものか。 

 

個別に検討することになる。 

 

 

 

 

ＣＩＯ補佐官や調達支援業者に相談し、参

議院内部で決定している。 

 


